
 

（様式１－３） 

鏡石町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２８年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ８ 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業番号 D-5-1 

交付団体 鏡石町 事業実施主体（直接/間接） 直接 

総交付対象事業費 ４８，４２１（千円） 全体事業費 １６９，９０９（千円）

事業概要 

平成２３年３月１１日の東日本大震災により住居を滅失した被災者のうち、自身の資力による住宅再

建が困難な世帯に対して災害公営住宅による住宅支援を行うが、低額所得者の入居が見込まれるため、

入居者が一定期間無理なく負担しうる水準まで家賃を低減する必要がある。 

このため、近傍同種家賃額と本来の入居者負担基準家賃額との差額について補助するもの。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要 

平成２７年３月末までに２棟２４戸の災害公営住宅の建設完了、同年４月からの維持管理開始に伴い家

賃対策補助の対象住宅となる。 

＜平成２７年度事業実績見込＞ 

 事業費：１８，０４９千円（既配分事業費：32,745 千円 既配分事業費残：14,696 千円） 

＜平成２８年度＞  

事業費：３０，３７２千円 事業内容：近傍同種家賃と入居者負担基準家賃額との差額分 

平成 28 年度事業費－既配分事業費残＝１５，６７６千円（交付対象事業費） 

＜全体事業：平成 27 年度～平成 32 年度＞ 

事業費：１６９，９０９千円 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災により、本町は福島県内でも最大の震度６強と過去に例のない震度に襲われた。住宅被害

は深刻で、全壊 209 棟、大規模半壊 207 棟、半壊 601 棟、一部損壊 1,721 棟と総計 2,738 棟の住居が何ら

かの地震被害と受けた形となっています。これは町内の建物の約６割以上を数え、この数値からも被害の

甚大さ、航大さが推測できます。これに伴い、町では福島県と連携し、応急仮設住宅 100 棟を建設し、入

居者を募集するとともに借上げ住宅（特例措置）も実施して被災者の住宅支援にあたってきた。 

このため、住宅を失い個人で住宅を再建することが困難な被災者に対し安定した生活を確保してもらう

ために災害公営住宅を整備することとしている。災害公営住宅は被災者に賃貸する住宅であり、家賃につ

いて入居者が無理なく負担しうる水準まで低廉化を図るために必要となる事業費である。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

公共土木災害復旧工事（道路） 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体   

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

鏡石町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２８年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ９ 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業 事業番号 D-6-1 

交付団体 鏡石町 事業実施主体（直接/間接） 直接 

総交付対象事業費 ４，４１１（千円） 全体事業費 １４，８６６（千円）

事業概要 

平成２３年３月１１日の東日本大震災により住居を滅失した被災者のうち、自身の資力による住宅再

建が困難な世帯に対して災害公営住宅による住宅支援を行うが、低額所得者の入居が見込まれるため、

入居者が一定期間無理なく負担しうる水準まで家賃を低減する必要がある。 

このため、町が設定した本来の入居者負担基準家賃額と特定入居者負担基準家賃額の差額について補

助するもの。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要 

平成２７年３月末までに２棟２４戸の災害公営住宅の建設完了、４月からの維持管理開始に伴い家賃対

策補助の対象住宅となる。 

＜平成２７年度事業実績見込＞ 

 事業費：１，６２３千円（既配分事業費：2,920 千円 既配分事業費残：1,297 千円） 

＜平成２８年度＞  

事業費：２，７８８千円 事業内容：低所得階層の家賃と事業により減額された家賃との差額分 

平成 28 年度事業費－既配分事業費残＝１，４９１千円（交付対象事業費） 

＜全体事業：平成 27 年度～平成 32 年度＞ 

事業費：１４，８６６千円 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災により、本町は福島県内でも最大の震度６強と過去に例のない震度に襲われた。住宅被害

は深刻で、全壊 209 棟、大規模半壊 207 棟、半壊 601 棟、一部損壊 1,721 棟と総計 2,738 棟の住居が何ら

かの地震被害と受けた形となっています。これは町内の建物の約６割以上を数え、この数値からも被害の

甚大さ、航大さが推測できます。これに伴い、町では福島県と連携し、応急仮設住宅 100 棟を建設し、入

居者を募集するとともに借上げ住宅（特例措置）も実施して被災者の住宅支援にあたってきた。 

このため、住宅を失い個人で住宅を再建することが困難な被災者に対し安定した生活を確保してもらう

ために災害公営住宅を整備することとしている。災害公営住宅は被災者に賃貸する住宅であり、家賃につ

いて入居者が無理なく負担しうる水準まで低減するために必要となる事業費である。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

公共土木災害復旧工事（道路） 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体   

基幹事業との関連性 

 


